
 

 

生徒心得 

 春日東中学校の生徒として、自覚と誇りを持って、中学生らしく明るく節度ある態度で、お互いに切磋琢磨し、

よりよい春日東中学校を築きましょう。 

１ 登下校 

（１） 登下校は定められた通学路を通りましょう。また、交通規則を守り安全に気をつけて登下校しましょう。 

（２） ８時２０分までに昇降口を通過し２５分から Weekly Time(月)・成功學(火～木)・週テスト(金) 

※８時２０分以降に昇降口を通過すると遅刻になります。 

（３） 下校時間の１６時５０分（６限時）、１５時５０分（５限時）までに校門を通過しましょう。 

（４） 部活動を行う生徒については後に記す完全下校の時間までに校門を通過しましょう。 

（５） 登下校では、地域の方などに積極的に挨拶をしましょう。 

 

２ 礼儀 

（１） 学校内外で、明るく気持ちの良いあいさつを交わしましょう。 

（２） 日常の言葉遣いに気をつけ、相手やその場に応じた言葉遣いができるようになりましょう。 

 

３ 学習 

（１） 始業の３分前に入室、２分前に着席、１分前に立腰黙想をして、先生を待ちましょう。 

※ チャイムは鳴りません。時計を見て行動しましょう。 

（２） 授業の始めと終わりには、明るく元気のよいあいさつを交わしましょう。 

（３） 特別教室への移動は速やかにおこない、授業に遅れないようにしましょう。 

（４） 教室に置いていてもよい学習用具以外は必ず持ち帰りましょう。 

 

４ 校内管理 

（１） 校舎・校具・清掃用具は大切にしましょう。破損した場合には速やかに届けましょう。 

（２） 上靴と下靴の区別をはっきりつけましょう。 

（３） 他の教室には入らないようにしましょう。 

（４） 教室移動や下校のときには、戸締まりをきちんとしましょう。 

 

５ 校内生活 

（１） 登校後、校外には出ないようにしましょう。 

（２） 所持品には必ず記名し､貴重品・不必要なお金など、学用品以外のものは持ってこないようにしましょう。 

（３） お金、教科書等の貸し借りをしないようにしましょう。 

（４） 生徒手帳は常に携帯しましょう。 

（５） 保健室を利用する時は、保健室利用カードを職員室または教室で学年の先生に書いてもらいましょう。 

 

６ 校外生活 

（１） 校外でも、春日東中学校生徒として自覚を持って行動しましょう。 

（２） 学校に来るときは、制服または体操服を着用しましょう。 

（３） 映画館や劇場、カラオケボックスやゲームセンター等は、保護者の許可を得て行きましょう。 

（４） 夜間外出は保護者の許可を得ましょう。保護者の許可なく友人宅への外泊はしないようにしましょう。 

※携帯電話やＳＮＳを介したトラブルが増えています。くれぐれもトラブルにならない、巻き込まれな

いようにしましょう。 

 

７ 諸届 

（１） 欠席・遅刻のときには必ず保護者から学校に出欠アプリ、tetoruによる連絡をしてもらいましょう。 

春日東中学校 TEL （092）581-1109 

（２） 早退や授業の見学については保護者に生徒手帳に記入してもらい届け出ましょう。 

（３） 早退は学級担任の先生に、欠課は教科担任の先生に許可を得ましょう。 



服装や持ち物・生活点検チェック表 
（服装や持ち物についてのきまり） 

～中学生としての義務を果たし、みんなが生活しやすい学校にしよう！！～ 

 

 服装規定 

（１） 服装規定は、下記のとおりとする。 

（制服規定） 

○学校指定の学生服とする 

◯清潔な服装を保つ 

○体型にあった制服を着用する 

○譲り受けた制服を使用する場合は、自分の名前を入れ直す、もしくは名札（売店）を着用する 

○カーディガン、セーターは学校推薦品とする。譲り受け、学校推薦品以外で使用する場合は以下の基準で

判断し、許可を得て着用する 

・学校推薦品と見た目が変わらないと判断されるものとする 

・色は黒、紺とする 

・ワンポイントつきは禁止とする 

○カーディガン、セーター着用の際は名札を付ける 

○カーディガン着用の際はボタンをとめる 

○シャツ、ブラウスの下に着るものは白に近い単色が望ましい（派手ではないもの） 

○制服を改造したり、着崩したりしない 

○名札は常時つけておく 

・上着を脱いで、シャツやカーディガン、セーターになった時は付け替えること 

学生服(旧制服) セーラー服(旧制服) 

〔冬服〕 

○ボタン等はきちんととめる 

○カッターシャツはズボンの中に入れる 

○ベルトは黒に近い色で一穴のものとする 

○学生服とカッターシャツの間に着るものは白、

黒、紺、茶、グレー等の単色とする 

〔夏服〕 

○カッターシャツはズボンの中に入れる 

○シャツをまくるときは肘より上とする 

○ベルトは黒に近い色で一穴のものとする 

〔冬服〕 

○スカートは膝がかくれる程度とする 

○リボンは極端に長短にならないようにする 

（名札がみえるようにする） 

◯タイツ・レギンスは黒、紺、ベージュとする 

※着用時は、靴下を着用しなくてもよい(タイツと同色

の靴下は着用してもよい) 

※体育で短パンになる場合はタイツを脱ぐ 

〔夏服〕 

○スカートは膝がかくれる程度とする 

○ボタン等はきちんととめる 

ブレザー・パンツ(新制服) ブレザー・スカート(新制服) 

〔冬服〕 

○ボタン等はきちんととめる 

○カッターシャツはズボンの中に入れる 

○ベルトは黒に近い色で一穴のものとする 

◯ネクタイ・リボンネクタイを着用する 

 

 

 

 

 

〔冬服〕 

○ボタン等はきちんととめる 

○ブラウスはズボンの中に入れる 

○スカートは膝がかくれる程度とする 

○リボンネクタイを着用する 

○カーディガン着用の際はボタンをとめる 

◯タイツ・レギンスは黒、紺、ベージュとする 

※着用時は、靴下を着用しなくてもよい(タイツと同色

の靴下は着用してもよい) 

※体育で短パンになる場合はタイツを脱ぐ 



夏服〕 

○カッターシャツはズボンの中に入れる 

○シャツをまくるときは肘より上とする 

○ベルトは黒に近い色で一穴のものとする 

◯ネクタイ・リボンネクタイを着用する 

〔夏服〕 

○ブラウスはスカートの中に入れる 

○ブラウスをまくるときは肘より上とする 

○スカートは膝がかくれる程度とする 

○リボンネクタイを着用する 

防寒着規定 

○学校指定のウィンドブレーカーは可。（ただし、着用は登下校と部活動のときのみとする） 

○手袋・マフラー・ネックウォーマーは可。（朝の会前に外し、帰りの会後に着用する） 

〇ひざ掛けは授業中のみ使用可。（下半身の体温調節の為に使用する） 

※着用する場合は冬服を着用している状態で使用する。 

靴下 

○白、黒、紺、グレーの単色のものとする 

※ワンポイント、ライン可 

※スポーツ系ソックス可 

靴 

〔下靴〕 

○原則ひものある運動靴 

○ハイカットや装飾のついた靴は許可しない 

〔上靴〕 

◎学校指定 

通学バック 

◎学校指定 

○メインバック 

○サブバック 

※サブバックの代わりに学校指定のエナメルバック使用は可 

※バックに手を加え、変形させたりしない 

※落書き、ステッカー、アクセサリー類禁止 

※手の平に収まる程度のキーホルダー、お守りのみ可（個数は１つ） 

（２）服装について 

※気候の変化や自身の体調によって、夏服・冬服。中間服から自分自身で判断し、着用すること。 

 学生服 セーラー服 

夏服 ○半袖カッターシャツ ○半袖カッターシャツ ＋ 青スカート 

冬服 ○学生服 ○セーラー服 

中間服 
○長袖カッターシャツ 

○学生服 

○長袖・半袖カッターシャツ ＋ 紺スカート 

○長袖・半袖カッターシャツ ＋ 青スカート 

 ブレザー・パンツ・スカート 

夏服 ○半袖カッターシャツ 

冬服 ○ブレザー 

中間服 ○長袖・半袖カッターシャツ 

ただし、以下の式典に関しては全生徒統一した服装で参加すること 

入学式 

卒業式 

修了式 

〇学生服 

○セーラー服 

○ブレザー 

 学生服 セーラー服 

前期終業式 

後期始業式 
○長袖カッターシャツ ○長袖カッターシャツ ＋ 紺スカート 



服装 

特別規定 

○特別規定期間は体操服で登校、体操服で授業を受けることを許可する 

○特別規定開始日、終了日については気候に応じて学校で判断し全校放送にて知らせる 

※目安としては５月から１０月 

○以下の場合に関しては制服を着用すること 

・生活点検 ・儀式関係 ・学校行事 

・給食当番※衛生管理上、体操服で配膳室に入ることができません。 

 

（３）頭髪などについてのきまり 

髪型 

 

○清潔感があり、勉強・運動の妨げにならない頭髪をこころがける。また、入

学試験や入社試験にふさわしい頭髪をこころがける 

○自然な状態を原則として、特殊髪型（奇抜な髪型、不必要な結び方や編み込

み、パーマ、ライン、染色、整髪料使用等）は行わないようにする 

○前髪は目にかからない程度 

○目にかかる場合はヘアピン等を使用する 

○後ろ、横髪は肩につかない程度 

○後ろ、横髪が肩につく場合はヘアゴムで結ぶ。(ヘアゴムは飾りがなく、華美

でないもの) 

※縮毛矯正は保護者の同意を得ること 

顔・身体に関すること ○眉毛は剃ったり抜いたりせず自然な状態を保つ 

・眉間を整えることはできるが、その他を整える場合は相談すること 

○化粧はしない（ビューラー、アイプチ、ピアス等）の使用は行わない 

○爪は日常から清潔に保つ 

※けがをしない、させない長さを心がける 

携行品 ○貴重品・不必要なお金など学用品以外のものは持ってこない 

○お金、教科書等の貸し借りはしない 

○エアマスク（首からぶら下げるもの）可 

○リップクリーム（無色無臭）可 

※グロス系の発色・光沢禁止 

○汗拭きシート(無香料)可 ※使用したごみは持ち帰ること 

※液体、スプレータイプ禁止 

 

（４）部活動終了 完全下校 

月 部活動終了時間 完全下校 

４月 １８時３０分 １８時４５分 

５月 １８時３０分 １８時４５分 

６月 １８時４５分 １９時００分 

７月 １８時４５分 １９時００分 

９月 

(新人戦終了後) 

１８時３０分 

(１８時１５分) 

１８時４５分 

(１８時３０分) 

１０月 １８時１５分 １８時３０分 

１１月 

(３週目以降) 

１７時４５分 

(１７時３０分) 

１８時００分 

(１７時４５分) 

１２月 １７時１５分 １７時３０分 

１月 １７時３０分 １７時４５分 

２月 １７時４５分 １８時００分 

３月 １８時１５分 １８時３０分 

（完全下校の時間は、日没時刻や安全上の理由で変更することがある。） 


